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はじめに

環境総合計画は、「大阪府環境基本条例（平成６年大阪府条例第５号）」第９条に

基づき、豊かな環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

策定する計画として位置づけられている。

これまで大阪府は､昭和48年に全国の都道府県に先駆けて「 環境管理計画（BIG

PLAN）」を策定し、その後、昭和57年に「大阪府環境総合計画(STEP 21）」、平成３

年に「大阪府新環境総合計画（NEW STEP 21）」と､ほぼ10年毎に環境の総合計画を策

定してきた。また、平成６年に環境基本条例が制定されたことを受け、平成８年３月

には21世紀の第１四半期（2025年）における「豊かな環境都市・大阪」の構築を長期

的目標として掲げた現在の環境総合計画を策定し、その実現に向け様々な取り組みを

行っている。

しかしながら、大阪府域の環境は、自動車による大気汚染や騒音問題をはじめ、河

川等の水質汚濁や廃棄物問題、ダイオキシン類に代表される有害化学物質の問題など

が依然として重要な課題となっており、さらには地球温暖化やオゾン層の破壊など地

球環境問題への対応も、大都市圏を形成する大阪としてその役割が求められている。

人類社会が持続的に発展し、健全に存続することができるよう21世紀を「環境の世

紀」として確かなものにし、私たちの大阪が魅力ある元気な都市であるためには、府

民、事業者、民間団体、行政などすべての主体が足下から具体的な実践を着実に進め

ていかなければならない。

このような社会情勢や大阪の環境状況などを踏まえ、審議会は、大阪の新しい環境

総合計画策定にあたっての基本的事項として、長期的な目標や施策の展開等について

の考え方などについて審議した。
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Ⅰ 計画の基本理念

○「負の遺産」の解決

20世紀は、産業の発展等が生み出した公害と開発行為に伴う自然の減少が急激に進

み、その対症療法として主に「汚染の出口」に対する対策が講じられてきたが、完全

な回復が実現できないまま、人の健康への被害、有害化学物質による環境汚染や生態

系への影響、地球温暖化、その他の多くの環境上の「負の遺産」を21世紀に残すこと

になった。これらのことは、当時の社会情勢から経済的な利益や利便性を最優先させ

たことにより、環境対策が遅れてしまったり、十分ではなかったことによるものと考

えられる。折しも21世紀を歩みだした私たちは、今後再び繰り返してはならないこう

した事象を教訓として、環境に対する負荷をより一層低減させるとともに、これら環

境上の「負の遺産」の解決に向け、新たな視点に立った取り組みを始めなければなら

ない。

○循環型社会の構築

自動車による大気汚染や生活排水による河川・海域の今日的な環境問題の多くは、

水質汚濁、廃棄物問題、地球温暖化物質の大量排出など、主に私たちの身近な経済活

動や日常生活そのものに起因しており、20世紀から続いている大量生産・大量消費・

大量廃棄という、 経済社会システムから生じてい経済的な利益や利便性を最優先する

私たちの豊かな生活には欠くことのできない石油るものと考えられる。しかし、今の

や石炭、鉱物等の地下資源には限りがあり、消費により枯渇する。私たちの社会生活

を維持し次世代に引き継いで行くためには、今までのような物質的豊かさを優先する

ような価値観を改め、資源やエネルギーを大量に使い続けることを考え直さなければ

ならない。

21世紀も持続的発展が可能な社会にするためには、まず第一に資源の過剰な消費を

避け、物質循環をできる限り確保することによって、最適生産・最適消費・最少廃棄

型の経済社会システムへ変革した社会をめざす必要がある。そのためには「循環」と

いう視点が経済社会システムに確実に組み込まれていることが不可欠である。

○価値観の変革とパートナーシップの構築

近年の研究によれば、現状より資源利用を減らしても、豊かさを増大させる「資源

生産性の向上」が技術的に可能であるといわれている。しかしながら、この資源生産

循環型社会の構築に向けて、人も生態系の一員であると性の向上を実現するためにも

いう認識に立ち、私たちの価値観を共生や自律などを規範とした「環境倫理」を基礎



2

としたものに変革すること（パラダイムシフト）が必要である。また、資源生産性の

向上を図りつつ、無駄な消費を避け、私たちの知恵と工夫によりみんなが「上手にく

らす」という視点をもって生活していくことも必要である。

今後、これらの取り組みを着実に進めていくためには、府民、事業者、民間団体、

行政など社会を構成するすべての主体が積極的に環境の保全と創造に関する活動に参

加し、公平な役割分担のもと、パートナーシップをもって協働して取り組んでいかな

ければならない。

新しい環境総合計画の策定にあたっては、以上の点を基本理念とするとともに、そ

れが単に大阪府の行政計画という位置づけにとどまらず、すべての主体の行動指針と

なることが必要である。また、地域としての自律性を持ち、大都市圏を形成する大阪

が全国の先導的な役割を果たすことを意識して施策展開を図り、持続的発展が可能な

都市に再生しなければならない。
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Ⅱ 計画の枠組み

１．環境基本条例との関係

環境基本条例は、同条例の基本理念である人のこころがかよいあう豊かな環境の

保全と創造に向けて、同条例第９条第１項で「豊かな環境の保全及び創造に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するための計画」として、環境総合計画の策定を規

定している。

また、環境総合計画は同条例第９条第２項で「豊かな環境の保全及び創造に関す

る長期的な目標及び施策の大綱」を定めることとしているが、本計画では具体的な

施策やその効果的な推進方策を示すとともに、府民、事業者、民間団体、行政など

の各主体が協働して取り組むための共通の目標や基本的な取り組み方向をも示す必

要がある。

なお、環境総合計画の推進は府民一人ひとりの理解と実践が基本であり、このた

めには計画検討の早い段階から府民の意見を聞きながら、府民とともに策定する姿

勢が必要である。

２．計画の期間

新しい環境総合計画の計画期間は、現在の計画との継続性や「大阪21世紀の総合

計画」との整合等を踏まえ、21世紀の第１四半期 (2025年) を見通しつつ2010（平

成22）年度までとすることが適当である。

３．計画の対象

( 1 )計画の対象地域

新しい環境総合計画の対象とする地域は、基本的に現在の計画と同様、地球環境

保全を視野に入れつつ「大阪湾を含む大阪府全域」とすることが適当である。ま

た、広域的な視点からその施策展開は隣接府県と連携を図ることが必要である。

( 2 )対象とする環境の範囲

新しい環境総合計画の対象とする環境の範囲は、基本的に現在の計画と同様、環

境基本法に掲げられている環境の範囲にとどまらず、文化と伝統の香り高い環境な

ども含む環境基本条例第７条の「施策の基本方針」に掲げる環境の範囲を対象とす

ることが適当である。
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Ⅲ 長期的な目標と実現の方途

１．基本となる視点

新しい環境総合計画の長期的な目標については、環境基本条例の理念を基本に、

これまでの環境をめぐる社会情勢等を勘案し、21世紀の最初の四半世紀である「概

ね2025年における大阪の望ましい環境像」として設定することが適当である。

その実現の方途（基本方向）については、「計画の基本理念」で述べたように経

済社会システムやライフスタイルを変革していくことを前提とし、府民、事業者、

民間団体、行政（国、府、市町村）などの各主体の役割と責務を明確にするととも

に、具体的な行動指針に基づいて実践活動を行うことが必要である。

また、ライフスタイルの変革を促進し、社会に「環境倫理」を確実に根づかせる

ために、長期的かつ多面的な視点での環境教育・学習等を中心とする人づくりを同

時に進めることも重要である。

２．長期的な目標

現在の環境総合計画で掲げている長期的な目標は、「概ね2025年を目途に良好で

快適な環境を享受できる 豊かな環境都市・大阪 の構築を図ること」とし、その「 」

将来像として、「環境への負荷が少なく良好な環境が享受できる大阪」、「ゆとり

と潤いがあり、四季が感じられる大阪」及び「環境を大切にする文化が誇れる大

阪」を掲げている。これらの将来像については、｢環境の負荷量についての視点」、

「人々の環境に対する実感的な視点」及び「環境を大切にする社会の実現について

の視点」など、今後とも重要となる環境評価の要素が含まれていることから、新し

い環境総合計画についても基本的に同じ目標を継承できるものと考える。

また、現在の環境総合計画では、「交通」、「資源」、「エネルギー」、

「水」、「緑」の府域における今日的な主要課題についても、概ね2025年における

望ましい姿として長期的な目標が掲げられている。新しい環境総合計画の策定にあ

たっては再検討を行い、可能な限り具体的で分かりやすく示す必要がある。

なお、長期的な目標に関しては、環境基本条例第７条に掲げる施策の基本方針を

踏まえ、府民が良好で快適な環境を享受できているかどうか、府として定期的に府

民意識の動向を調査・点検し、諸施策に反映させることも重要である。

３．実現の方途

「概ね2025年における大阪の望ましい環境像」を実現する方途については、府民

の視点により環境と人との係わり合いを中心に、体系的に分かりやすく示すことが
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必要であり、かつ環境基本条例の「施策の基本方針」及び大阪21世紀の総合計画の

「取り組み体系」との整合性をも考慮し、次の４つの基本方向により施策の展開を

図ることが望ましい。

また、交通やエネルギー、自然環境などの主要課題についても、長期的には都市

構造を適切に変革し、都市を再生していくことを視野に入れて、実現の方途を可能

な限り分かりやすく示すことが求められる。

「持続的発① ： 社会システム全体及び地球規模の環境を視野に入れ、循 環

に向けた施策の展展が可能な循環を基調とする元気な社会の実現」

開を検討する。

② ： 身近な大気・水・土壌など一人ひとりが生活する空間としての環健 康

「環境への負荷が少ない健康的で安心なくらしの境を視野に入れ、

に向けた施策の展開を検討する。確保」

「豊かな自然との③ ： 豊かさや安らぎを実感する環境を視野に入れ、共生・魅力

に向けた施策の展開共生や文化が実感できる魅力ある地域の実現」

を検討する。

④ ： 目標の達成に向け、環境配慮を基本としたシステムや人づくり等参 加

「全ての主体が積極的に参加し行動する社会の実を視野に入れ、

に向けた施策の展開を検討する。現」

■４つの基本方向の関係

実現の方途は、すべての主体が「参加」することを基礎（土台）として、「循

環」、「健康」及び「共生・魅力」で掲げる施策を相互に連携させて、目標をめ

ざす関係にある。

循 環

Æ¨ ≠Ø

健 康 共生・魅力È

参 加
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■長期的な目標（将来像）と実現の方途（基本方向）の体系図

「豊かな環境都市・大阪」の構築を図る

環境への負荷が少な ゆとりと潤いがあり、 環境を大切にする文化

く良好な環境が享受 四季が感じられる大阪 が誇れる大阪

できる大阪

長期的な目標（概ね2025年における大阪の望ましい環境像）

Â

各種個別施策循 環 持続的発展が可能な循環を基調 ·

とする元気な社会の実現

各種個別施策健 康 環境への負荷が少ない健康的で ·

安心なくらしの確保

各種個別施策共生・魅力 豊かな自然との共生や文化が実感 ·

できる魅力ある地域の実現

各種個別施策参 加 全ての主体が積極的に参加し行動 ·

する社会の実現

各種個別施策は相互に連携

実現の方途（基本方向）
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Ⅳ 施策の展開

１．基本となる視点

長期的な目標の実現に向けた取り組みを着実に前進させ、実感できるものとする

ためには、新しい環境総合計画の期間である2010（平成22）年度を施策の中期的な

目標達成年とするとともに、府民、事業者、民間団体、行政など各主体の果たすべ

き役割を明確にし、パートナーシップをもって協働して取り組むべき内容や行動指

針と関連づけた目標を具体的に掲げる必要がある。また、現在の環境総合計画にお

いてその達成状況が芳しくなかった項目を中心に、例えば2005（平成17）年度頃を

短期的な目標年として設定するとともに、状況に応じ計画自体の見直しができるよ

うにしておくことも必要である。

なお、大阪府においては、環境総合計画が府の重要施策であることを全庁的に浸

透させることは言うまでもなく、計画の目標達成に向け、主要な公共事業について

は、事業の具体化段階だけでなく、事業計画検討の早い段階から環境に配慮してい

くことが重要である。

２．目標設定のあり方

目標については、環境の状況に関する目標、環境への負荷に関する目標、施策の

事業量に関する目標等があるが、前述の中期的・短期的目標の設定にあたっては、

可能な限り数値目標を掲げるとともに、それぞれの事象や地域、施策等の特徴に応

じ、適切に分かりやすくすることが必要である。

３．施策展開の方向

施策の展開にあたっては、長期的な目標の実現に向けた方途である４つの基本方

向に基づいて体系的に施策展開を行い、これまでの施策との連続性の維持も考慮し

ながら、可能な限り長期的な取り組みを先取りするよう努める必要がある。また、

施策の具体化にあたって課題を整理するとともに、現在の環境総合計画において目

標とした事項を検証し、目標達成が困難である若しくは大幅に遅れているものにつ

いて原因を明らかにして、新しい計画に位置づける具体的な目標や施策に反映させ

なければならない。

なお、それぞれの基本方向で検討した具体的な個別施策については、有機的に連

携させ、横断的な課題に適切に対応させていくことも重要である。
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■施策体系図

基本方向 施策区分 個別施策

（連携のイメージ）

○①廃棄物の減量化･リサイクルの推進

○②水循環の再生

○循 環 ③環境に配慮したエネルギー利用の促進

○④地球環境保全に資する取組

○⑤ヒートアイランド対策

○①自動車公害の防止

○②廃棄物の適正処理 各個別施策は

○③大気環境の保全 相互に連携し

○④水環境の保全 ている

○健 康 ⑤地盤環境（土壌、地下水等）の保全

○⑥騒音・振動の防止

○⑦有害化学物質による環境リスクの低減・管理

○⑧環境保健対策及び公害紛争処理

○①生物多様性の確保

○②自然環境の保全・回復・創出

○共生・魅力 ③自然とのふれあいの場の活用

○④潤いと安らぎのある都市空間の形成・活用

○⑤美しい景観の形成

○⑥歴史的文化的環境の形成

○①パートナーシップによる環境保全活動の促進

○②環境教育・学習の推進

○③総合環境情報システムの整備・環境情報の提供

○参 加 ④環境監視・調査・研究

○⑤事業活動等における環境への配慮

○⑥経済的手法による環境負荷の低減

○⑦国際協力の推進
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（持続的発展が可能な循環を基調とする元気な社会の実現）(1) 循 環

近年、リサイクル・省エネルギーに向けた事業や環境配慮型の商品開発・流通に

向けた事業など、環境関連事業を経営戦略の柱として位置づける企業が増えつつあ

る。こうした動きはまさに、持続的発展を視野に入れた環境配慮であり、経済社会

システムを変革し、活性化していく大きな推進力になる可能性を示している。

21世紀も持続的発展が可能な社会にするためには、計画の基本理念で述べたよう

に、まず第一に資源の過剰な浪費を避け、物質循環をできる限り確保することによ

って、最適生産・最適消費・最少廃棄型の経済社会システムへ変革した社会をめざ

すとともに、技術開発により資源生産性の向上を図る必要がある。

また、無駄な消費を抑制するために 廃棄物の発生をゼレンタル・リースの活用や

ロにしようとする（ゼロエミッション）取り組み、水循環の健全化に向けた取り組

み、エネルギー利用に関する環境配慮、地球環境保全に資する取り組みなど、社会

全体で取り組まなければならないこれらの施策を推進し、持続的発展が可能な循環

を基調とする元気な社会づくりにつないでいかなければならない。

□ 施策展開にあたっての留意事項

①廃棄物の減量化･リサイクルの推進

○廃棄物の減量化、リサイクルを推進するためには、製品開発、製造、流通、消

費、廃棄に至る社会経済活動の各段階で、すべての主体のパートナーシップの

もとに、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイク

ル）に取り組まなければならない。

○無駄な消費を抑制し、「モノの消費・所有」から「循環利用」を基調とするラ

イフスタイルへの転換を図るため、大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議

で策定された「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」を一層推進し

なければならない。

○環境負荷の少ない循環型社会の構築をめざしたリサイクル関連法を実効あるも

のとするため、容器包装、家電、食品、建設資材等の廃棄物のリサイクルに積

極的に取り組まなければならない。

○化石燃料や地下資源に大きく依存する資源の非循環型システムを変革していく

中で、例えば再生可能な森林・木質資源を活用した循環型システムについて検

討していく必要がある。
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○未利用有機資源のリサイクルシステムの確立や環境保全型農業の推進など、農

業のもつ自然循環機能を活かした「農のゼロエミッション」の取り組みを進め

ていかなければならない。

○ごみを減らす努力やごみ分別回収への協力はもとより、道路や公園、河川、山

野、海域など公共の場に廃棄物を捨てないよう、府民や事業者等の意識を一層

向上させなければならない。

②水循環の再生

○水資源については、貯留施設による雨水の利用や中水利用などの効率的活用を

より一層推進しなければならない。

○水循環の基幹である森林の「水源かん養機能」を維持・向上させるため、府域

の周辺山系の森林保全に府民等と協働して取り組む必要がある。また、農地や

ため池などが持つ保水機能や地下水かん養機能を保全・再生するとともに、都

市域での雨水浸透の促進や河川水量の確保を図るなど、流域単位での水循環の

健全化に向けた取り組みを進めなければならない。

③環境に配慮したエネルギー利用の促進

○エネルギーの大量消費は、地球温暖化などの大きな要因となっている。このた

め、エネルギー使用の抑制はもとより、太陽光発電などの自然エネルギー、バ

イオマスエネルギーなどの再生可能なエネルギーの技術開発とその普及、廃棄

物発電の導入やエネルギーの質を考えたカスケード利用の促進が重要である。

また、建物の省エネルギーの徹底など、環境に配慮したまちづくりを進めると

ともに、府民にエネルギー多消費型のライフスタイルを改めることや効率的な

交通システムの推進により、公共交通機関の一層の利用を促すなど「エコエネ

ルギー都市・大阪計画」に基づき、着実に施策を推進しなければならない。

④地球環境保全に資する取組

○地球温暖化の原因である温室効果ガスのうち最も排出量が多い二酸化炭素につ

いて、オフィスや家庭などの民生部門及び運輸部門における増加が特に著しい

ことから、地球温暖化対策の啓発を進めるとともに、省エネルギーの実践や排

出抑制対策をより一層進めていかなければならない。

○二酸化炭素を吸収する森林の持つ重要な機能を高めるため、府内の森林保全を

適正に行う必要がある。また、二酸化炭素の貯蔵庫としての木材利用を促進す
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るとともに、熱帯雨林等の保護の点からも森林資源の有効利用を進める施策が

必要である。

○オゾン層を破壊し、地球温暖化対策にも寄与する特定フロンなどの回収や処理

に努めるとともに、代替フロンについても排出抑制対策を示さなければならな

い。

⑤ヒートアイランド対策

○近年、冷暖房・交通量の増加等による排熱の増大や、都市化による水面・緑地

の減少、道路舗装・建築物の増加など裸地の減少によって、都市部の熱収支バ

ランスが崩れ、都市に熱が溜まり気温が郊外に比べて高くなる、いわゆるヒー

トアイランド現象が顕著になりつつある。このため、エネルギー消費の抑制は

もとより、輻射熱や乾燥化等を防ぐために屋上や壁面等を活用した都市の緑

化、水面の確保、地表面被覆の改善、排熱の潜熱化等とともに、建造物の配置

や土地利用形態など都市構造の改善も視野に入れた対策を総合的に進めていか

なければならない。また、国や市町村との連携により、体系的な取り組みが行

えるよう検討していく必要がある。
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環境への負荷が少ない健康的で安心なくらしの確保）(2) 健 康（

環境総合計画では、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水

準として、大気、水、土壌、騒音等について環境保全目標を設けている。しかしな

がら、現時点における環境保全目標の達成状況は項目によっては不十分なものがあ

ることから、引き続きその目標の達成に向けて、各種施策を有機的かつ効果的に連

携させ、環境の負荷を少なくし、すべての府民が健康的で安心な生活を享受できる

環境を確保していかなければならない。

なお、新たな環境問題が発生した場合、原因を調査し、対策が講じられることに

なってもその効果が現れるまでに時間がかかり、健康影響を受け続けるケースがあ

る。このため、その原因に関与する可能性のある主体、特に、事業者においてはそ

の社会的責務を果たす上で、未然防止や早期対策、速やかなる情報公開などの自主

管理をより一層進めていく必要がある。

□ 施策展開にあたっての留意事項

①自動車公害の防止

○自動車から排出される窒素酸化物や粒子状物質等による大気汚染を防止するた

め、ディーゼル車に重点を置いた対策の推進が重要であり、自動車単体規制の

一層の強化や低公害な車の普及促進などの発生源対策に加え、物流や人流の効

率化による交通量の抑制や交通流の円滑化などの諸対策を総合的かつ計画的に

推進する必要がある。

○都市部における自動車交通需要を抑制するためには、環境負荷の少ない都市・

交通システムの整備や交通需要の少ないライフスタイル、ビジネススタイルへ

の変革が重要であり、各主体の適切な役割分担のもと、協働して実効ある取り

組みを着実に推進していかなければならない。

○自動車騒音対策については、自動車単体規制の強化等の発生源対策や自動車交

通量・交通流対策、さらに遮音壁の設置等の道路構造対策や沿道の土地利用の

適正化等の沿道対策など、道路構造や交通状況に応じた施策を適切に組み合わ

せ、総合的かつ計画的に推進していかなければならない。

②廃棄物の適正処理

○廃棄物処理施設については、周辺地域の生活環境の保全に配慮した施設の整備
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を促進するとともに、一般廃棄物については広域化の視点に立ってごみ処理方

策について検討していく必要がある。また、処理に伴って人の健康や生活環境

に影響を及ぼす恐れのある特別管理廃棄物については、府域の処理実態を踏ま

えた処理システムを検討する必要がある。

○廃棄物の適正処理を推進するためには、循環利用の促進とともに、最終的に処

理される廃棄物について適正な処分を行う最終処分場の確保が必要である。こ

れまで、堺第７－３区埋立処分事業や大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニ

ックス事業）などの広域処分場を公共関与により推進してきたが、今後とも最

終処分場については、住民の理解を得ながら、その確保について検討する必要

がある。

○建設廃材などの産業廃棄物が野積や野外焼却されるなどの不適正処理が多発し

ており、周辺の生活環境に悪影響を与えていることから、排出事業者や処理業

者に不適正処理を「しない、させない、許さない」よう指導強化するとともに

市町村等関係行政機関との連携を密にし、早期に発見し迅速な対応を図るなど

不適正処理の防止対策を一層強化しなければならない。

③大気環境の保全

○工場・事業場に対する排出規制、削減指導及び自動車排出ガス対策など、窒素

酸化物対策を引き続き推進する必要がある。また、ディーゼル車の排出ガス等

に含まれる粒子状物質による大気汚染については、今後、対策を強化していか

なければならない。

○光化学オキシダントによる被害は依然として発生していることから、引き続き

関係機関と連携して広域的に対策を講じる必要がある。また、悪臭苦情が増加

している状況から、市町村と連携してその防止対策を推進することも必要であ

る。

④水環境の保全

○平常時の河川水量の減少に伴う水質への影響が大きいことから、健全な水循環

の確保と一体となった水質保全対策が必要である。

○環境保全目標の達成率が低い大阪湾の水質改善にあたっては、これまでのＣＯ

Ｄ対策に加え、窒素・りんに対しても導入される水質総量規制を着実に進める

など、今後、工場・事業場に対する排水規制を強化していく必要がある。ま

た、湾流入負荷量の削減に加え、埋め立ての抑制、貧酸素水塊の解消、なぎさ

の創造などの総合的な対策が必要である。
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○生活排水対策については、合併処理浄化槽や下水道の整備はもとより、環境配

慮に関する府民等の意識向上を図る取り組みが必要である。

⑤地盤環境（土壌、地下水等）の保全

○土地改変時などの土地利用の転換時期を捉えた土壌・地下水汚染の早期発見の

システムや発見された場合の浄化措置のルールづくりなど、総合的な汚染対策

制度を構築していかなければならない。

○健全な水循環を回復し、持続的に地下水の活用が図れるよう、土壌、地下水等

の地盤を構成する各要素の保全だけでなく、地盤沈下の防止を含む地盤環境全

体を見渡した保全対策を推進していかなければならない。

⑥騒音・振動の防止

○工場・事業場や建設作業などの固定発生源対策については、今後とも府と市町

村との適切な役割分担と連携のもと、規制・指導の徹底を図るとともに、土地

利用の適正化等の施策を推進していかなければならない。

○航空機・鉄軌道等の移動発生源対策については、環境の実態を継続的かつ広域

的に把握し、その実態に応じ、国や事業者に対して発生源対策や防音対策等の

周辺対策を講じるよう働きかけていかなければならない。

○低周波音対策については、国際的な規格を踏まえた測定方法により、環境の実

態を把握するとともに、対策事例等についての科学的知見の集積を図り、生活

環境の保全に向けた取り組みを推進していかなければならない。

⑦有害化学物質による環境リスクの低減・管理

○ダイオキシン類を含む外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）など、微量

でも環境保全上の支障を及ぼす可能性が指摘されている化学物質については、

モニタリング等により環境汚染の状況を把握し、有害性等の情報を収集して、

地域の環境リスク低減のための対策を講じるなど、適切な環境リスクの管理が

必要である。

○環境リスクに関する情報をわかりやすく提供するとともに、地域の環境リスク

に対する理解と必要な対策について、地域社会において円滑なコミュニケーシ

ョンが図れるよう努めなければならない。

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律、いわゆ

るＰＲＴＲ法（ PRTRは、Pollutant Release and Transfer Register「環境汚

染物質排出移動登録」の略称）が制定されたことにより、事業者においては製
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造・使用する化学物質について自主管理による排出抑制を行うとともに、排出

状況や管理状況に関する情報を把握・公表し、地域住民の理解を得て環境保全

上の支障を未然に防止しなければならない。

⑧環境保健対策及び公害紛争処理

○環境汚染による健康被害の未然防止という観点から、環境汚染と健康影響の継

続的な調査の実施や科学的知見の集積等を図るとともに、関係機関等との連携

を密にし、できる限り早期に適切な予防措置を講じるための環境保健サーベイ

ランスシステム（環境汚染と健康影響の監視・予防体制）の構築をめざす必要

がある。

○最近の公害紛争は従来の公害事象に加えて、自然環境の保全やダイオキシン類

等の対策を求めるものなど、その内容もより複雑多岐になってきている。この

ため、府民にとってより質の高い生活環境を維持できるよう、幅広い視野に立

って、迅速に紛争処理に努めていかなければならない。
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（豊かな自然との共生や文化が実感できる魅力ある地域の実現）(3)共生･魅力

自然環境には、生態系の維持、大気や水環境の調整、水源かん養や農林水産業の

生産基盤の提供、潤いや安らぎといった人のこころや健康に有益な効果をもたらす

など、多様な公益的機能がある。また、大阪の歴史的遺産や生活文化などの環境

は、自然環境が持つ機能と同じく、安らぎや豊かさを実感できる魅力をもってお

り、府民のふるさととして、多くの人々が集まる住みたい街の大きな要素の一つで

もある。

しかしながら、府域の自然環境は、その核とも言える周辺山系の森林が維持管理

不足により荒廃化しつつあり、ため池などの水辺空間も減少するなど、生物多様性

の減少をはじめ生態系への影響も生じている。また、大阪湾においては貧酸素水塊

の発生や浅海域の減少等により、多様な生物の生息の場という最も基本的な機能が

損なわれてきている。さらには、歴史的文化的環境については、大阪の歴史的遺産

の蓄積は豊富であるものの、これまでその保存と活用が十分とは言えなかった。

このため、大阪の多様な自然と人との共生が成り立つよう、生物の視点からも自

然環境の保全・回復・創出に努めるとともに、歴史的文化的環境の形成に努め、活

府民、事業者、民間団体、行政などが協働し用していかなければならない。また、

て、これらの対策を進めるとともに、地域に親しまれる都市空間づくりのため、府

民参加のワークショップやボランティアによる運営管理への参加などができるよう

検討していく必要がある。

□ 施策展開にあたっての留意事項

①生物多様性の確保

○生物の多様性を確保するため、野生鳥獣の保護や希少な野生動植物の保全、外

来種の抑制などの対策を進め、それらの生物の生息環境となっている周辺山系

や里山、ため池、河川、海域等における生態系を適切に維持・保全していく必

要がある。また、これらのフィールドと私たちの身近な生活の場とを川やため

池、樹林・樹木など、動植物が生息・移動できる空間でつなぐこと（ビオトー

プネットワーク）により、人が自然と共生する地域づくりをめざしていかなけ

ればならない。
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②自然環境の保全・回復・創出

《 》陸 域

○都市部においては自然環境が少ないことから、地域の自然に配慮した河川・た

め池・樹林地の整備に努めるとともに、生産緑地の保全・活用等の取り組みも

進める必要がある。また、都市近郊においては自然環境を多く有する農空間が

広がっていることから、今後とも良好に保全・活用される地域づくりを進める

必要がある。さらに、周辺山系に広がる二次林、いわゆる雑木林は人の活動に

伴う生態系の適度な攪乱によって多様な環境を形成してきたものであり、今後

これらの二次的自然環境を維持していくための手法を検討していくとともに、

和泉 城山のブナ林や大阪府自然環境保全地域、大阪府緑地環境保全地域など

の学術的価値の高い貴重な自然や郷土景観を代表する植物群落等についても良

好に保全していく必要がある。

○各主体が府域の地勢や土地利用形態に応じて、「水とみどり」を積極的に保

全・回復・創出し、量の拡大と質の向上、連続性の確保に努める必要がある。

また、都市部を流れる河川を活用し、上流の森林から下流の海に至る自然の連

続性の確保に努め、河川を中心とした水とみどりのネットワークの幹線として

「水とみどりの環境軸」の形成について検討するとともに、水辺の親水環境や

水生生物の生息環境等についても総合的に改善し、親水空間や水辺生態系の保

全及び回復を図っていく必要がある。

○公共事業や各種開発事業においては、環境や生態系への影響を事前に評価し、

可能な限りその影響の回避、軽減や代償等(ミティゲーション)に努めなければ

ならない。

《 》海 域

○大阪湾は多種多様な生物の生息の場として、また、漁業生産活動の場及び水質

浄化の場として多面的な機能を有している。しかし、近年、貧酸素水塊の発生

や浅海域の消失などにより、その機能が損なわれていることから、埋め立てを

抑制するとともに大阪湾の再生に向けて総合的に取り組まなければならない。

なお、大阪湾の生態系は海域だけで完結するものではなく、山、河川、都市と

も密接に関わっていることから、陸域を含めた一つの系として捉えることが必

要である。

○府域に残された貴重な自然海岸については、引き続き適切な保全を行うととも

に、干潟や藻場等を保全・再生し、浄化機能の高い沿岸域を拡大する施策が必

要である。また、干潟や藻場は多様な生物の産卵・生育の場でもあることか
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ら、保全はもとより積極的に創造していかなければならない。

○大阪湾の湾奥部、特に淀川河口付近は多様な魚介類の生息の場として利用され

産卵場や稚魚の育成場となっていることから、水質の富栄養化や底質の悪化等

による貧酸素水塊の発生を解消できるよう有効な対策について調査・研究を行

う必要がある。

○大阪湾の水質・底質等の汚れやごみの主な原因は、河川を経由して大阪湾に流

入する汚染物等によるものである。このため、下水道など都市基盤整備を進め

るとともに、府民や事業者のモラルを一層高めなければならない。また、既に

海域に流入したごみの収集処理については、広域的な取り組みを検討していく

必要がある。

③自然とのふれあいの場の活用

○身近な自然とのふれあいの場や野生動植物の生息・移動空間として、都市に残

された樹林、水面とつながりのある公園・緑地等によるビオトープネットワー

クの形成をめざすことが必要である。

○周辺山系に広がる自然公園に設置されている利用拠点等において、府民が豊か

な自然とふれあうことのできる機会の充実やパークレンジャーなど自然解説員

の育成に努めるとともに、自然環境学習のフィールドとして活用していく必要

がある。

④潤いと安らぎのある都市空間の形成・活用

○自然と共生するまちづくりを進めるため、各主体が協働して道路や学校等の公

共施設や民有地の緑化を一層推進しなければならない。

○樹林、水辺等の自然環境や遊休地などを活かした身近な憩いの場や都市公園

は、快適な都市環境を創造するだけでなく、レクリェーション活動の拠点、都

市景観の向上、災害時には避難地になるなど多くの役割を担っている。このた

め、今後ともこれらの確保・整備に努め、環境学習の場として、さらに心を豊

かにする美しい都市空間として、高齢者から幼児まで幅広く府民に利用される

よう整備・活用していかなければならない。

○府内のため池や農業用水路は身近な水辺環境であり、単に農業用施設として利

用するだけでなく、府民に潤いと安らぎをもたらす貴重な地域資源として活用

する取り組みも進める必要がある。
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⑤美しい景観の形成

○魅力あるまちづくり 美しい街並みの形成とともに景観を損なう屋外広告には、

物対策など、景観を阻害する行為の抑制等の景観づくりが不可欠である。この

ため、大阪府景観条例や屋外広告物法施行条例などに基づく施策を着実に実施

することはもとより、各主体協働による景観づくりがより一層推進できる施策

が必要である。

⑥歴史的文化的環境の形成

○歴史的文化的遺産を単独で保存するだけでなく、周辺の自然環境や伝統的行事

等を含めて一体的に、あるいは面的に保存を図り、文化財の積極的な再生・活

用を通じて、古くとも良きものの価値を認識することによって、地域の個性化

の確立やものを大切にする人の心を育て、延いては廃棄物の減量化にも貢献で

きることを周知する必要がある。

○歴史的文化的遺産の中には、名勝、天然記念物や特別天然記念物、あるいは希

少生物等の存在があり、これらは水田、ため池、里山等の農空間や山林、河川

等の生息環境と一体のものであることを認識し、これらを含めた生態系の回復

にも配慮しなければならない。

○歴史的文化的環境を災害等から守り、次世代に良好な形で引き継ぎ、もって新

しい文化創造の糧とするために、学校教育だけでなく環境学習や生涯学習の場

として積極的に活用するとともに、地域住民が主体的に文化財の保存と活用に

取り組むための地域コミュニティづくりも必要である。
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（全ての主体が積極的に参加し行動する社会の実現）(4) 参 加

循環型社会の構築に向けて、すべての主体が「環境倫理」を基礎とした価値観に

変革するとともに、環境への配慮を自発的、自律的に実践できるよう各主体の果た

すべき役割と責務について、具体的な行動指針として示すことが必要である。

また、すべての主体が自律的に活動するためには、環境配慮が内在化しているだ

けでなく、環境保全活動のリーダー養成や環境モニタリング・技術開発の充実、幅

広い環境情報提供などその行動を支援するシステムが整備されていることが必要で

ある。加えてすべての主体の活動に環境配慮を着実に内在化できるよう経済的イン

センティブを与える手法や実践活動に役立つ環境情報を積極的に提供して、自主的

な取り組みを誘導・促進する手法などを具体化させ、これらを適切に組み合わせて

相乗的な効果を発揮させることも重要である。

□ 施策展開にあたっての留意事項

①パートナーシップによる環境保全活動の促進

○パートナーシップによる環境保全活動を促進させるには、府民、事業者、民間

団体、行政などの各主体がその役割と責務をよく理解し、共通の理解に基づい

て課題に取り組むことが重要である。このため、インターネットなどを活用し

て各自の取り組みを発表し、情報を交換できる出会いの場や機会を積極的に設

けることが必要である。

○各主体が相互に連携・協力しながら環境の保全や創造に向けた実践活動を協働

して取り組めるよう、行政機関は地域ボランティアや学校、民間団体、事業者

などが行う環境保全活動を一層支援するとともに、その活動のリーダー養成に

も努めなければならない。

○大阪府においては、「豊かな環境づくり大阪府民会議」をはじめ、「大阪府廃

棄物減量化・リサイクル推進会議」などの場を通じた取り組みのほか、環境保

全に向けた実践活動の場や機会を積極的に設け、協働による取り組みを推進し

なければならない。

環境教育・学習の推進②

○循環型社会の実現に向け、現在の経済社会システムやライフスタイルを根本的

に見直すことが不可欠であり、社会を構成するすべての主体が、環境とのかか
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わりについて、理解と認識を深め、環境配慮の取り組みの動機を形成し、具体

的な行動に導く環境教育・学習をより一層推進していかなければならない。

○子どものときから、身近な環境問題を日常的に考える習慣を身につけることが

重要である。このため、子どもたちについては、学校における学習機会の充実

を図るなど総合的かつ体系的に環境教育・学習を行っていく必要がある。

○子どもから高齢者まで、あらゆる世代が楽しみながら環境について学び、主体

的に実践できる場や機会づくりに努める必要がある。また、大阪の自然環境や

歴史的文化的環境 体験的なプログラムづを環境教育・学習の場として活用し、

くりに努めることも重要である。

○地域や職場、学校において、環境活動リーダーの養成に努めるとともに、例え

ば「森林インストラクター」など環境体験学習のアドバイザーの養成にも努め

る必要がある。

○これらの取り組みを効率的かつ効果的に推進させるために、既存施設の活用も

図りながら環境教育・学習の拠点施設を整備し、積極的に施策展開を図らなけ

ればならない。

③総合環境情報システムの整備・環境情報の提供

○環境学習の推進や各主体の自発的な環境の保全と創造に関する活動を積極的に

支援していくために、広範囲かつ的確な環境情報を収集・整理するとともに、

積極的に広く提供していかねばならない。また、それに加えて、容易に環境に

関する種々の意見・情報の交換や相談ができる総合的な環境情報システムの整

備が必要である。

○このため、急速に情報技術化（ＩＴ化）が進む中、インターネットを活用して

地理情報システム（ＧＩＳ）等を用いた環境情報データベースや環境情報ネッ

トワークを整備し、府民や事業者が容易に利用できるようにする必要がある。

さらに、各主体の自主的な環境保全活動に役立つ環境啓発用の資料や資材の貸

し出しが容易にできるよう、環境情報の拠点施設を整備していく必要がある。

④環境監視・調査・研究

○環境監視については、引き続きその拡充に努めるとともに、モニタリングや分

析の方法が確立していない有害化学物質についても、環境汚染の未然防止を図

るため、最新の知見によって監視・調査を行っていかなければならない。

○循環型社会の構築には、私たちの価値観の変革とともに環境技術の向上も不可

欠であることから、公的な試験研究機関においては環境に関する機能の一層の
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充実を図り、産学官や民間団体との連携による共同研究や技術開発を進めるこ

とが必要である。また、その成果を広く施策や実践活動に取り入れていかなけ

ればならない。

（グリーンパテント）○環境技術の普及に関しては、未利用の環境技術関連特許

を活用し、新規事業化を促進させる必要がある。このため、未利用特許の調査

及び技術移転に関する課題の検討等を行う必要がある。

⑤事業活動等における環境への配慮

○事業活動による環境への影響の低減が事業者の自主的な取り組みとして推進さ

れるよう、事業者の自主管理とその結果の公開が促進される仕組みについて検

討していく必要がある。

○環境ＩＳＯやレスポンシブル・ケア（企業が化学物質の開発から製造、使用、

廃棄に至るすべての過程で、安全・健康・環境面で継続的に改善する自主管理

活動）の普及に見られるように、事業者における自主的な環境管理が急速に進

んでおり、行政もこうした事業者の取り組みに対して情報提供するなどの支援

を行うとともに、特に中小企業については環境ＩＳＯの規格を簡易化した環境

マネジメントシステムの普及に努めていかなければならない。

○製品開発コンセプト段階から使用・廃棄される段階まで、環境に配慮した製品

開発をしようとする企業が増えてきていることから、こういったニーズに対す

る技術支援を行わなければならない。

○環境影響評価制度は環境悪化を未然に防止し、持続的発展が可能な社会を構築

していく上で、極めて重要な施策である。今後とも現行の環境影響評価制度を

推進するとともに、さらに事業に先立つ上位計画や政策レベルにおける環境影

響評価の導入について検討する必要がある。とりわけ、府は環境基本条例第８

条において、府の施策策定・実施に当たり、豊かな環境の保全と創造を図る見

地から環境に十分配慮することとされており、積極的に取り組まなければなら

ない。

○事業活動における環境保全のための費用と効果を定量的に把握・分析し、公表

する、いわゆる「環境会計」を取り入れる企業が増加しており、行政機関にお

いても積極的にその導入に向け検討する必要がある。

⑥経済的手法による環境負荷の低減

○近年の環境問題は、日常生活や事業活動に起因するものが多く、汚染源が多様

化し特定できない場合が多い。こうした状況に対応するためには、従来の規制
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的手法にみられる汚染者負担の原則を基本としつつも、市場メカニズムを通じ

て経済的なインセンティブを与えることにより、環境に配慮した行動の誘導や

環境保全に関する技術開発の促進も期待できる、いわゆる「経済的手法」が有

効である。

従来の規制的な手法による対策については、今後とも環境状況に応じ適宜改善○

環境負荷に応じた税・課徴金や環境保全に係る・強化していく必要があるが、

補助金等を含めた幅広い経済的手法について、その効果を把握し、他の対策手

法と比較した上で、今後、積極的に導入を図る方向で検討すべきである。

○経済的手法の導入にあたっては、すべての主体に新たな負担を求めることにも

つながることから、近隣府県など広域的な影響を考慮しつつ、すべての主体の

理解と協力が得られるよう社会的合意形成に向けた努力が重要である。なお、

二酸化炭素の排出抑制など地球温暖化対策に係る経済的手法については、国や

国際的な動向を踏まえながら、適宜、その効果についてわかりやすく示してい

く必要がある。

○近年、環境に配慮した製品開発による新事業展開やリサイクル産業の成長など

環境関連産業（エコビジネス）が注目を集めている。エコビジネスの発展は、

環境負荷の低減とともに循環型社会を支えるための経済社会システムの変革や

環境配慮がそれに向けたライフスタイルへの意識改革にもつながるとともに、

グローバルスタンダード（国際標準）化しつつある中、産業の国際競争力を高

めることにもなる。このため、企業活動における環境配慮を一層促進させると

の市場が拡大するような取り組みも一層推進していかなともに、エコビジネス

ければならない。

⑦国際協力の推進

○開発途上国における公害問題や酸性雨などの国境を越える環境問題や地球規模

での環境問題の解決には、国レベルの国際協力だけではなく、事業者、民間団

体、地方自治体も積極的な役割が期待されている。このため、これらの主体が

連携して専門家の派遣や研修生の受け入れ、インターネット等を活用した環境

保全技術の提供を積極的に行うとともに、環境保全に関する制度や実践活動に

関しても情報提供するなど、ソフト面においても大阪の官民が蓄積したノウハ

ウを提供していくことが必要である。



24

Ⅴ 計画の効果的な推進

１．基本となる視点

前項に掲げた個々の施策等を効果的に推進するため、各種施策との連携を図り、

社会的な合意のもとで施策の展開やその評価について適切な進行管理を行うととも

、新しい環境総合計画においては、短期的サイクルで計画自体を見直すことがでに

きるシステムとし、環境をめぐる社会変化に対応できるようにしておくことが必要

である。

また、大阪府においては、新しい環境総合計画を推進するために必要な財政上の

措置や環境保全活動を支援する基金などを充実することはもとより、新たな財源の

確保についても検討すべきである。

一方、国に対しては、地方公共団体が地域の実情に応じて自主的かつ積極的に実

施する環境の保全に関する施策のため、必要に応じ国の制度改革や財政上の措置等

を講ずるよう強く要望していく必要がある。

２．計画推進の方策

( 1 )計画の進行管理・点検評価システム

環境総合計画の推進体制としては、既に環境基本条例第22条に基づき、府内部の

機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、豊かな環境の保全及び創造に関する

施策を推進するための体制として「環境行政推進会議」が、また、府民、事業者、

民間団体及び市町村等との協働により、豊かな環境の保全及び創造に関する施策を

積極的に推進するための体制として「豊かな環境づくり大阪府民会議」が組織され

ている。また、同条例第10条に基づき、知事は、環境の状況、環境保全等に関して

毎年度、講じようとする施策及び講じた施策に関する報告をとりまとめ、府議会に

提出しており、これらの年次報告を通じ、環境総合計画の進行管理がなされている

ところである。今後は、環境総合計画の目標達成をより確実なものとするため、こ

れに併せてＰＤＣＡ(Plan･Do･Check･Action)サイクルによる手法など、新たな進行

管理・点検評価システムを検討し、導入を図る必要がある。

( 2 )各種施策の連携

環境総合計画を推進する立場にある大阪府は、各部局において実施する個別事業

について本計画の基本方向や施策展開の方向を十分踏まえることはもとより、横断

的な課題についても部局の枠組みを越えた相互の連携を図り、総合的視野に立って

施策が推進されるよう、環境部門の体制を強化する必要がある。さらに、国や近隣
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府県、府内市町村との関係においては、それぞれが策定した環境計画等とも連携

を図りながら進めることも重要である。

なお、大阪府においては、事業者、消費者としての側面があることから、環境

マネジメントシステムの推進や環境への負荷の少ない物品の調達(グリーン調達)

の拡大など環境の保全と創造に関する行動を率先して実行しなければならない。
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Ⅵ 各主体の取り組み方向

１．基本となる視点

計画の基本理念で述べたように、府民、事業者、民間団体、行政などの各主体が

積極的に環境保全と創造に関する活動に参加し、公平な役割分担のもと協働して取

り組んでいく必要がある。

また、環境問題の解決にあたっては、「汚染者負担」の考え方により各主体が責

任ある行動をとることが基本であるが、全ての主体が「環境倫理」を基礎とした価

値観に変革していくとともに、ときには痛みを分かち合わなければならないことが

あることを、広く府民等に周知し、理解を得ることも必要である。

このため、新しい環境総合計画においては、施策展開の基本方向ごとに可能な限

り取り組むべき内容を具体的な行動指針として示し、実践に結びつけていくことが

重要であることから、ここでは各主体の取り組み方向として、それぞれの基本的な

役割と責務を示すものである。今後、大阪府は、府民の意識改革とともに実践を促

す方策について、条例の整備も視野に入れて検討していく必要がある。

なお、行政においては、国、大阪府、市町村それぞれの責務を明確にした上で、

広く情報を公開しながらそれぞれの効果的な施策を連携・協働して展開していかな

ければならない。

２．各主体の役割と責務

(1)府 民

府民は、環境汚染等の影響を受ける一方、自らも日常活動において環境への負

荷を増大させていることを認識するとともに、豊かさや利便性を優先してきたこ

れまでの生活の価値観を見直す必要がある。このため、府民は、次世代を担う子

どもから豊かな知識・経験を持つ高齢者まで、あらゆる世代の人々が性別や職業

等にかかわらず、くらしのなかで得た経験等を活かして相互に触発しあい、自動

車への依存や大量消費・大量廃棄型のライフスタイルを変革し、実践するなど環

境の保全と創造に関する活動に、自発的・積極的に取り組まなければならない。

また、自らが府や市町村が行う環境の保全と創造に関する施策に積極的に協力

するだけでなく、地域における廃棄物の発生抑制(リデュース)・再使用(リユー

ス)・再生利用(リサイクル)のための活動や緑化活動などに積極的に参加すると

ともに、民間団体の活動への参加や支援を通じ、地球環境の保全に向けた取り組

みにも協力することが重要である。



27

( 2 )事業者

私たちの経済社会システムのあり方そのものが問われている今日、経済社会活動

の中で大きな位置を占め、循環型社会の構築に大きな役割を持つ事業者は、これま

でも環境に大きな負荷を与えてきたことを自覚し、積極的に環境の保全と創造に関

して取り組むことが重要である。

このため、事業者は、事業活動を行うにあたって、汚染の出口に対する対策、廃

棄物の適正処理だけでなく、製品の設計、製造、流通、消費、廃棄等のあらゆる段

階で、資源やエネルギーの浪費を避け、廃棄物の減量化・リサイクルや水利用の合

理化等に努めるなど、環境への負荷を総合的に低減するよう配慮するとともに、生

産者自らが製品などが使用されて廃棄物となった後まで、一定の責任を負う「拡大

生産者責任」の考え方に立って行動しなければならない。

さらに、自ら積極的にグリーン調達や環境マネジメントシステムの導入促進など

を図るとともに、環境の保全と創造に関する投資の拡充、製品・技術の開発、情報

公開（環境報告書、環境会計、環境ラベル等）をはじめ、エコビジネスの展開、自

然保護活動への取り組み、地域の一員として地域環境保全活動への参加や従業員一

人ひとりの環境保全意識の向上に努めることが重要である。

( 3 )民間団体

府民や事業者等により組織された環境ＮＧＯ・ＮＰＯ等の様々な民間団体が、環

境に配慮したまちづくり活動や地球温暖化防止活動、啓発活動や環境学習、調査研

究など幅広い環境保全活動に自主的、組織的に取り組み、大きな成果をあげている

ことから、今後ともこれらの民間団体が果たす役割は重要である。

また、このような民間団体だけでなく、消費者団体、労働組合、事業者団体、

学術団体など幅広くかつ多くの民間団体が、環境の保全と創造に関する取り組みを

活発化させており、その拡大が社会全体に及ぶことがパラダイムシフトを浸透させ

ることにもなる。

さらに、これらの民間団体は、行政の行う施策、事業者や府民の活動とも連携を

図りながら、情報等の橋渡しを行うなど各主体をつなぐ役割を担うとともに、地域

のきめ細かい活動の展開、施策への提案、民間国際協力等に関し、環境の保全と創

造に向けた多様な取り組みと活躍が一層期待される。

( 4 )市町村

豊かな環境都市の構築の基礎は、地域における環境の保全と創造の施策展開であ
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り、市町村は、地域の実情を最も身近なところで把握しており、地域に密着した環

境施策を進めるにあたって、その役割は極めて大きい。このため、市町村は環境保

全に関わる各主体と連携・協働しつつ、それぞれの地域特性に応じて、独自に多様

な環境の保全と創造に関する施策を総合的に推進しなければならない。

また、自らが事業者・消費者としての側面があることから、環境の保全と創造に

関する取り組みを率先して実行するとともに、職員一人ひとりの環境保全意識の向

上に努めることが重要である。

( 5 )大阪府

大阪府は、環境基本条例の基本理念である「人のこころがかよいあう豊かな環境

の保全と創造」をめざし、環境総合計画に基づき「豊かな環境都市・大阪の構築」

に向け、すべての主体の積極的な環境の保全と創造に関する活動への参加と協働の

もと、効果的な施策を策定し、実施しなければならない。

また、府民、事業者、民間団体などにおける環境の保全と創造に関する自発的な

取り組みが促進されるよう、環境教育・学習の推進や環境情報の提供、活動の場づ

くりその他必要な支援を行うとともに、各主体との連携と協働の確保に努めなけれ

ばならない。

特に、自動車公害対策や大阪湾の富栄養化対策など広域的な取り組みが求められ

る課題については、国、他府県や市町村との広域的な連携と協働のもとに施策を展

開しなければならない。また、国に対しては、必要に応じ国の制度改革や財政上の

措置等への要望とともに効果的な施策を提案していくことも重要である。

さらに、自らが事業者・消費者としての側面があることから、環境の保全と創造

に関する取り組みを率先して実行するとともに、職員一人ひとりの環境保全意識の

向上に努めることが重要である。

３．各主体の連携と協働

地域社会を構成するすべての主体は、まず、地域として自律性のある協働社会の

構築に向け、豊かな環境の保全と創造に積極的に取り組まなければならないことを

自覚する必要がある。また、それぞれが果たすべき役割について、他者に依存する

ことなく主体性を持つとともに、他の主体ともパートナーシップをもって協働して

取り組んでいかなければならない。

しかしながら、各主体の連携と協働が生み出す効果は、それぞれの主体の活動が
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重なりあったり互いに影響を及ぼし合う場合、うまく機能すれば相乗効果を期待で

きるが、失敗すればマイナスの相乗効果を生む。その意味で、次に掲げるような基

本的要件を念頭に行動することを期待したい。

①主たる活動の目的・目標を共有化する

②各主体が対等であることを認識する

③各主体の独自性（特性・能力）を活かす

④各主体相互の情報公開を基本とする
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 上 の 和 明 (大阪府議会議員)               平成 13 年 5月 29 日まで 
 中 澤 禮次郎 (読売新聞大阪本社編集委員)     平成 13 年 6月 10 日まで 

  
３ 大阪府環境審議会新環境総合計画部会委員 
 ○ 審議会委員のうち専門分野の学識経験者並びに専門委員で構成 
  部 会 長  前 田 英 昭 (大阪商業大学教授) 
  部会長代理  池 田 敏 雄 (関西大学教授) 
         池 田 有 光 (大阪府立大学教授) 
         井 田 和 子 (元大阪女子大学助教授) 
         近 藤 雅 臣 (大阪大学名誉教授) 
         鈴 木 善 次 (大阪教育大学名誉教授) 
         寺 島   泰 (大阪産業大学教授) 
         中 村   浩 (大谷女子大学教授) 
         難 波 精一郎 (宝塚造形芸術大学教授) 
         西 山 淳 子 (大阪女子大学教授) 
         増 田   昇 (大阪府立大学教授) 
         又 野 淳 子 (財団法人日本野鳥の会大阪支部会員) 
         萬 金 映 子 (消費生活コンサルタント) 
         水 野   稔 (大阪大学教授) 
         宮 前 保 子 (株式会社スペースビジョン研究所取締役所長) 
  専 門 委 員  岡   靖 敏 (地球環境NGOネットワーク関西運営委員代表) 
  専 門 委 員  坂 本 允 子 (全大阪消費者団体連絡会常任理事兼事務局長) 
  専 門 委 員  谷 口 正 美 (社団法人大阪工業会環境推進委員会 

環境推進小委員会委員長) 
  専 門 委 員  千 神 國 夫 (大阪府消費者団体連絡協議会代表幹事) 
    


